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令
和
二
年
一
月
十
五
日
初
校
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２
月
の
お
知
ら
せ

２
月
の
お
知
ら
せ

□注意事項

□申込時の必要事項

□電話番号案内

□仙台市ホームページ
https://www.city.sendai.jp/
   仙台市携帯電話用ホームページ
https://www.city.sendai.jp/m/

仙台市役所
青葉区役所
宮城野区役所
若林区役所
太白区役所
泉区役所
宮城総合支所
秋保総合支所

261・1111（代）
225・7211（代）
291・2111（代）
282・1111（代）
247・1111（代）
372・3111（代）
392・2111（代）
399・2111（代）

右記の項目を（往復はがきには
返信先も）記入してください。
特に記載のないものは、はがき
１通につき１人、締切日消印有効。 申申し込み 問問い合わせ 申・問申し込み・問い合わせ

〔先着〕先着順  〔抽選〕申し込み多数のときは抽選

□お知らせの見方

お 知 ら せ

●催しは、2月6日からの内容を掲載しています
●料金の記載のないものは無料（入館料が必要な施設あり）
●休館日等は事前にご確認ください
●来庁 ・ 来場の際は公共交通機関をご利用ください
●ファクス番号が未掲載の場合は、広報課FAX211・1921、
　☎214 ・1150へお問い合わせください
●市役所への郵便は郵便番号（〒980-8671）と課名のみ
　で届きます

○申し込む内容
　（講座名等）
○〒住所
○氏名（フリガナ）
○電話・
　ファクス番号
○その他必要事項

　 仙台市広報課Facebookページ
httpｓ://www.facebook.com/sendaipr/

□

□

申込時の必要事項 ①応募内容②〒住所③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入

市政ラジオ放送
 仙台市民だより 土9:10 1260 東北放送
 ジョイフルSENDAI 月～金9:45 77.1 Date fm
 ライフ・アップSENDAI 月～木15:20 76.2 ラジオ３
 太白区からのお知らせ 月～金8:15 78.9 エフエムたいはく
 クリップボードいずみ 月～金9:15 79.7 fmいずみ
 せんだいラジオ通信 月～金10:30 76.2 78.9 79.7 89.1

★…ラジオ３、エフエムたいはく、fmいずみ、らくてんドットエフエムとうほく

◆仙台市広報課Facebookもご覧ください
　 https://www.facebook.com/sendaipr/　問広報課☎214･1150

４局（★）同時放送

仙台市政だより　令和２年（2020年） ２月号 仙台市政だより　令和２年（2020年） ２月号

「仙台市地域防災計画」修正案に
ご意見をお寄せください

　市では、令和元年台風第19号への対応等を踏
まえ、避難勧告等の発令基準の見直しなど、「仙
台市地域防災計画」の修正を検討しています。
　この修正案に対するご意見をお寄せください。

申・問〒980-8671防災計画課☎214･3046、
FAX214･8096、Ｅメールkks000120@city.se
ndai.jp

●提出方法∥任意の様式にご意見、住所、
氏名（法人・団体の場合は団体名、所在地、
代表者名）を記入して郵送、ファクスまた
はＥメールで２月19日（必着）までに

●修正案の配布場所等∥市役所本庁舎１階
市政情報センター、宮城野区・若林区・太
白区情報センター、区役所総合案内、総合
支所等で配布するほか、市ホームページで
もご覧いただけます

４月１日から飲食店や事業所等の
原則屋内禁煙が義務化されます

　健康増進法の改正により望まない受動喫煙を防止する
ため、４月１日から多くの方が利用する施設や飲食店で
は、原則屋内禁煙となり、喫煙ができるのは一定の要件
を満たした喫煙専用室等のみとなります。また、施設や
飲食店および喫煙専用室等の出入り口に標識を掲示する
ことが必要になり、喫煙専用室等の中へは、利用者、従
業員ともに20歳未満は終日立入禁止となります。これら
に違反すると、罰則の対象となることもあります。詳し
くは市ホームページをご覧ください。

■喫煙専用室等の設置要件（下記の３点のいずれも
満たす必要があります）
●喫煙室の出入り口は、室外から室内への風速が
0.2m/秒以上であること
●壁・天井等によって区画されていること
●換気扇などでたばこの煙が屋外に排気されている
こと
■全ての施設や飲食店で守るべき義務
●喫煙が禁止されている場所に、使用できる状態で
灰皿などの器具や設備を設置しない
●喫煙室以外の場所でたばこを吸っている（または
吸おうとしている）人がいたら、吸うのをやめさせ
るか、その場から退出することを求めるよう努める
●施設の外に喫煙所を設置する場合は、出入り口付
近や人通りの多い場所を避けるなど、受動喫煙が生
じないよう配慮する

問健康政策課☎214･8198

公
共
的
な
花
壇
に
植
え
る
花
の

苗
を
あ
っ
せ
ん
し
ま
す

◦
３
月
上
旬
～
４
月
上
旬
に
配
達
予

定　
申
仙
台
市
公
園
緑
地
協
会
、
七

北
田
公
園
都
市
緑
化
ホ
ー
ル
で
配
布

す
る
申
込
書
で
２
月
14
日
ま
で
に

問
仙
台
市
公
園
緑
地
協
会
☎
293
・
３

5
8
3

花
の
種
類
等

単
位

費
用

対
象

パ
ン
ジ
ー
（
混

合
）、ビ
オ
ラ（
混

合
）、
ノ
ー
ス
ポ

ー
ル（
白
）、ム
ル

チ
コ
ー
レ
（
黄
）
40株／箱
各１箱
2,600円

消費税・配達料込み

町内会・老人クラブ・子ども会など
の地域団体、会社など

芝
桜
（
混
合
）

24株／箱
１箱
2,900円

市
議
会
第
１
回
定
例
会
は
２
月

7
日
に
開
会
し
ま
す

　
本
会
議
の
模
様
を
市
役
所
本
庁
舎

1
階
市
民
の
へ
や
、
区
役
所
・
総
合

支
所
で
テ
レ
ビ
中
継
し
ま
す
。

　
ま
た
、
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

は
会
期
日
程
の
詳
細
を
掲
載
す
る
ほ

か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ラ
イ
ブ
中
継

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
平
成
28
年
第

１
回
定
例
会
以
降
の
本
会
議
、
予

算
・
決
算
等
審
査
特
別
委
員
会
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
録
画
中
継
も
行
っ
て

い
ま
す
。

問
議
会
事
務
局
調
査
課
☎
214
・
６
１

６
９

入
学
準
備
金
の
貸
付
制
度
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

◦
対
象‖

申
込
時
に
6
カ
月
以
上
市

内
に
お
住
ま
い
で
、
養
育
す
る
児

童
・
生
徒
の
新
入
学
に
か
か
る
経
費

の
負
担
が
経
済
的
に
困
難
な
世
帯
の

方　
◦
貸
付
限
度
額
等‖

①
小
・
中

学
校
（
生
活
保
護
世
帯
の
方
を
除

く
）
／
５
万
円
以
内
②
公
立
高
校
／

10
万
円
以
内
③
私
立
高
校
／
15
万
円

以
内
。
い
ず
れ
も
無
利
子　
◦
返
済

‖

2
カ
月
据
え
置
き
後
、
20
カ
月
以

内
（
15
万
円
貸
し
付
け
の
場
合
は
30

カ
月
以
内
）　
◦
貸
し
付
け
に
は
審

査
が
あ
り
ま
す　
◦
市
内
に
お
住
ま

い
の
保
証
人
が
１
人
必
要
で
す　
◦

受
付
期
間‖

3
月
31
日
ま
で　
◦
申

し
込
み
方
法
に
つ
い
て
は
仙
台
市
社

会
福
祉
協
議
会
各
区
・
支
部
事
務
所

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　
申
・

問
お
住
ま
い
の
区
の
社
会
福
祉
協
議

会
（
青
葉
区
☎
265
・
5
2
6
0
、
青

葉
区
宮
城
支
部
☎
392
・
7
8
6
8
、

宮
城
野
区
☎
256
・
3
6
5
0
、
若
林

区
☎
282
・
７
9
7
1
、
太
白
区
☎

248
・
8
1
8
8
、
泉
区
☎
372
・
１
5

８
1
）

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
相
談
セ
ン
タ
ー
を
期
間

限
定
で
開
設
し
ま
す 

　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス

の
特
徴
や
登
録
方
法
な
ど
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
決
済
に
関
し
て
幅
広
く
相

談
が
で
き
る
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
セ
ン
タ
ー
」

を
開
設
し
ま
す
。

　
問
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
ワ
ン
ス
ト

ッ
プ
相
談
セ
ン
タ
ー
☎
080
・
２
８
１

０
・
８
２
５
９
、
地
域
産
業
支
援
課

☎
214
・
1
0
0
1

日
時

会
場

2/1㈯～
29㈯
（毎週
木曜日を
除く）

10:30～17:00
仙
台
縁
日
（
青
葉
区

中
央
２
─
１
─
18
）

3/1㈰～
31㈫

藤
崎
フ
ァ
ー
ス
ト
タ

ワ
ー
館
１
階（
青
葉
区

一
番
町
３
─
１
─
１
）

震
災
遺
構
仙
台
市
立
荒
浜
小
学

校
の
臨
時
休
館　
　
　

　
校
舎
改
修
工
事
に
伴
い
、
3
月
３

日
㈫
ま
で
、
震
災
遺
構
仙
台
市
立
荒

浜
小
学
校
を
臨
時
休
館
し
ま
す
。

問
防
災
環
境
都
市
・
震
災
復
興
室
☎

214
・
１
１
１
７

有
料
で
ご
み
を
回
収
す
る
業
者

に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
粗
大
ご
み
等
の
回
収
は
、
粗
大
ご

み
受
付
セ
ン
タ
ー
に
申
し
込
む
か
、

各
環
境
事
業
所
ま
た
は
許
可
業
者
に

依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
許
可
の
無
い

業
者
が
有
料
で
ご
み
を
回
収
す
る

（
ご
み
を
出
す
側
が
代
金
を
支
払
う
）

こ
と
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
許
可
業
者
は
、
ス
ピ
ー
カ
ー
を
鳴

ら
し
な
が
ら
ト
ラ
ッ
ク
で
巡
回
し
た

り
、
チ
ラ
シ
を
配
布
し
た
り
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ト
ラ
ッ
ク
で
巡

回
し
て
い
る
業
者
等
に
代
金
を
請
求

さ
れ
た
場
合
は
、
情
報
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。

問
事
業
ご
み
減
量
課
☎
214
・
8
６
７

９

J
ア
ラ
ー
ト
の
全
国
一
斉
情
報

伝
達
試
験
を
実
施
し
ま
す

　
地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の

発
生
時
に
備
え
、
全
国
瞬
時
警
報
シ

ス
テ
ム
（
J
ア
ラ
ー
ト
）
を
用
い
た

全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験
を
、 

２
月

19
日
㈬
午
前
11
時
に
実
施
し
ま
す
。

　
当
日
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
危

機
管
理
室
ツ
イ
ッ
タ
ー
へ
試
験
電
文

が
配
信
さ
れ
る
ほ
か
、
市
東
部
79
カ

所
に
設
置
し
て
い
る
屋
外
拡
声
装
置

に
よ
り
、
試
験
音
声
が
放
送
さ
れ
ま

す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問
危
機
管
理
課
☎
214
・
８
５
１
９

道
路
占
用
料
を
改
定
し
ま
す    

　
市
が
管
理
す
る
道
路
に
許
可
を
受

け
て
設
置
す
る
電
柱
や
看
板
な
ど
の

道
路
占
用
料
を
、
４
月
１
日
か
ら
改

国
際
交
流
事
業
等
に
補
助
金
を

交
付
し
ま
す

◦
対
象‖

主
に
市
内
で
活
動
し
、
構

成
員
の
過
半
数
が
市
内
に
お
住
ま
い

か
通
勤
・
通
学
し
て
い
る
団
体　
◦

期

事
業
実
施
時
期

募
集
期
間

１
４
月
～
令
和
３
年
３
月
2/1
～
29

土・日曜日、祝休日を除く

２
７
月
～
令
和
３
年
３
月
5/1
～
31

３
10
月
～
令
和
３
年
３
月
8/1
～
31

４
令
和
３
年
１
月
～
３
月
11/1
～
30

窓
口
サ
ー
ビ
ス
ア
ン
ケ
ー
ト
の

集
計
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

　
市
で
は
、
11
月
に
、
市
役
所
各
庁

舎
、
区
役
所
、
市
民
利
用
施
設
等
で

定
し
ま
す
。
単
価
な
ど
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
道
路
管
理
課
☎
214
・
8
3
6
9

窓
口
サ
ー
ビ
ス
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

し
、
２
３
６
３
件
の
回
答
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
接
遇

や
手
続
き
の
利
便
性
等
に
関
す
る
９

項
目
に
つ
い
て
行
い
、
全
て
の
項
目

で
９
割
以
上
の
方
か
ら
「
満
足
」
ま

た
は
「
ま
あ
ま
あ
満
足
」
と
い
う
評

価
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
詳
し
い
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
る

ほ
か
、
市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
政
情

報
セ
ン
タ
ー
等
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
行
政
経
営
課
☎
214
・
１
２
０
７

補
助
金
の
上
限
は
10
万
円　
◦
申
請

方
法
な
ど
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い　
問
仙
台
観
光
国
際
協
会

☎
268
・
６
２
６
０

都
市
計
画
の
案
が
縦
覧
で
き
ま

す◦
縦
覧
期
間‖

２
月
14
日
㈮
～
27
日

㈭（
閉
庁
日
を
除
く
）　
◦
縦
覧
場

所‖

市
役
所
本
庁
舎
7
階
都
市
計
画

課　
◦
縦
覧
内
容‖

仙
塩
広
域
都
市

計
画
区
域
区
分
の
変
更
（
岩
切
地

区
）、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
用
途
地

域
の
変
更
（
岩
切
地
区
）　
◦
縦
覧

期
間
中
に
意
見
書
を
提
出
で
き
ま
す

問
都
市
計
画
課
☎
214 

・
８
２
９
４

オ
ー
エ
ン
ス
泉
岳
自
然
ふ
れ
あ

い
館
の
夏
季
・
冬
季
利
用
仮
申

し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

　
夏
季
（
７
月
～
８
月
）
の
本
館
宿

泊
利
用
お
よ
び
冬
季
（
令
和
３
年
１

月
～
３
月
）
の
活
動
を
希
望
す
る
団

体
の
利
用
仮
申
し
込
み
を
受
け
付
け

ま
す
。

◦
利
用
可
能
日
等
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w
.

shizenfureaikan.jp/

を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い　
◦
夏
季
は
６
月
上
旬
、
冬
季
は

11
月
下
旬
に
利
用
団
体
説
明
・
調
整

会
を
開
催
し
ま
す　
申
２
月
１
日
か

ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
申
込

書
（
希
望
者
に
は
郵
送
も
可
）
で
２

月
29
日
（
必
着
）
ま
で
に　
問
オ
ー

エ
ン
ス
泉
岳
自
然
ふ
れ
あ
い
館
☎

379
・
２
１
５
１

未
使
用
の
食
品
を
提
供
し
て
く

だ
さ
い

　
家
庭
や
職
場
で
の
未
使
用
食
品
等

を
持
ち
寄
り
、
福
祉
施
設
な
ど
に
寄

付
す
る
「
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
」
を
実

施
し
ま
す
。
賞
味
期
限
が
１
カ
月
以

上
あ
る
缶
詰
、
レ
ト
ル
ト
食
品
、
イ

ン
ス
タ
ン
ト
麺
な
ど
の
ご
提
供
を
お

願
い
し
ま
す
。

◦
設
置
期
間‖

２
月
１
日
㈯
～
３
月

１
日
㈰
（
市
役
所
、
各
区
役
所
は
閉

庁
日
を
除
く
）　
◦
設
置
場
所‖

市

役
所
本
庁
舎
１
階
、
各
区
役
所
１
階
、

た
ま
き
さ
ん
サ
ロ
ン
、
葛
岡
・
今
泉

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
、
市
民
活
動
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
、
ヤ
マ
ザ
ワ
市
内

２
店
舗（
住
吉
台
店
、中
田
店
）　
問

家
庭
ご
み
減
量
課
☎
214
・
８
２
２
９


